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はじめに
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 近年脱炭素についての取り組みへの興味関心が高まり、企業による取り組み

も活発化している。

 脱炭素社会への取り組みは一過性のブームではなく、後戻りできない大きな

社会的潮流と捉えるべきである。

 本レポートは現在あふれている脱炭素に関する断片的な情報を整理すること

で、脱炭素社会に向かう全体像と、企業が理解すべき枠組みや、着手すべき

段取りを示すことを目的としている。

 はじめに企業を取り巻く外部環境がどのように変化しているのか概観すること

で競争のルールが変化していることを示す。そして企業がどのように脱炭素に

取り組んでいるのかについてグローバル、日本の事例をもとに企業の対応を

類型化する。また、脱炭素化は日本の中小企業にも波及しており、リソースが

不足している中小企業の取り組みを促す仕組み・サービスを紹介する。
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本資料の流れ
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I. 脱炭素に向けた世界的な流れ

II. グローバルでの先進的な取り組み

III. 日本における取り組みの類型

IV. 中小企業にも求められる脱炭素
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各ステーク
ホルダーの
動向

変化の背景

 脱炭素化社会への移行を
国家プロジェクトとして取り
組む

‒ 制度・規制整備

‒ イノベーションへの
予算投下

政府

 脱炭素への取組み・情報
開示が投融資を受ける
必要条件となる

‒ ESG投資の拡大

‒ 情報開示の枠組み
整備・義務化

金融市場

 脱炭素化の取組みが
サプライチェーン参加の
条件となる

‒ サプライチェーン全体
での脱炭素化

サプライチェーン
（取引先）

 サステナブルな商品・サー
ビスに価値を感じるように
なる

‒ 製品選択の基準・
価格に対する許容度
の変化

消費者

サステナビリティへの取り組みは、企業がビジネスに参加するための条件に

持続可能な社会に向けた変化の全体像

 環境リスクへの危機感の高まり、グローバルレベルでのイニシアティブの進行により、政府・金融市場・サプライチェーン・
消費市場において、企業にサステナブルな取り組みを求める動きが進んでいる

 環境リスクに対する危機感の高まり
‒ 気候変動による被害の深刻化

‒ 企業に向けられ始めた厳しい眼

 グローバルレベルでのイニシアティブ
‒ COP（気候変動枠組条約締約国会議）の開催

‒ パリ協定の採択（COP21）など

企業活動の
要件
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2050年脱炭素に向けた合意
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 グローバルでのCO2排出量の約6割を占める米欧中日において、脱炭素社会の実現を目指す方向性が一致

29%

16%

10%

41%

4%
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その他

日本

グローバル
排出量の

6割

日本

EU

アメリカ

中国

グローバルのCO2排出量シェア 主要な排出国の脱炭素目標

2030年目標 2050年目標

 2030年度までに▲46%

（2013年比）
 2050年脱炭素実現

‒ 2020年10月に菅首相が
所信表明で宣言

 2050年脱炭素実現

‒ 2019年12月に
欧州グリーンディールを公表

 2050年までにネットゼロ

‒ 2020年7月にバイデン大統領
が公約で表明

 2060年脱炭素実現

‒ 2020年9月に習主席が
国連総会で表明

 2030年に少なくとも▲44%

（2013年比）

 2030年までに▲50%～▲52%

（2005年比）

 2030年までに減少に転じさせる

‒ GDPあたりCO2排出量は
▲65%へ（ 2005年比）

出所： 経済産業省資料より作成
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主要国の温室効果ガス削減進捗
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 直近の2030年目標に向けて各国はまだ達成率が途上にあり、今後取り組みを加速させる必要がある
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 2019年時点での進行率*221%  2019年時点での進行率*230%  2019年時点での進行率*222~23%

注： *1. 温室効果ガス排出量から吸収・除去量を差し引いた量 *2. 基準年時点での排出量からの削減量（2019年時点）を、目標総削減量で除した数値

ネットの*1温室効果ガス排出量

出所： UNFCCC GHG Data Interface
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各国の脱炭素に向けた取り組み
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 主要各国において脱炭素に向けた投資予算が組まれており、国家プロジェクトとして脱炭素に取り組んでいる

日本

EU

アメリカ

目標達成に向けた戦略

投資計画*1（兆円）

120

210

策定中

2

再エネ戦略 カーボンプライシングの導入

 発電の再エネ比率について、
2030年までに22~24%を達
成予定

 グリーン成長戦略で重点分野
に10年間で2兆円

 科学技術・イノベーション計画
素案では、5年間で政府研究
開発費30兆円（策定中）

 環境相・経済産業省にて検討
が進んでいる

 発電の自然エネルギー比率
について、2030年までに

‒ ドイツは65%

‒ フランスは40%

達成予定

 EU全体で官民合わせて10年
間で1兆ユーロ（約120兆円）

‒ 東欧の化石燃料に依存
する国々の再エネ支援に
利用

 欧州排出権取引制度を導入
済み

 域外の取引相手に課税する
炭素国境調整措置を2023年
を目途に検討

 2035年までに電力セクター排
ガスゼロ実現を宣言

 再エネ推進を明示

‒ Ex)2030年までに洋上風
力発電を2倍

 バイデン氏の政権公約にて、
4年間で2兆ドル（約210兆円）

‒ 再エネや電気自動車など
に利用

 州により違いが大きいが、一
部地域では排出権取引制度
を導入済み

出所： 各国政府資料より作成

注： *1. 投資計画の対象範囲や投資期間が異なるため正確な比較は難しいが、脱炭素社会に向けた国家レベルでの投資額として記載
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投資の意思決定におけるESGの重要性
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 投資の意思決定において、ESGの取り組み度合いを考慮する投資機関が増えている

 ESG投資に振り向けられる可能性のある運用残高も増加している
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PRI*1に署名した投資機関とその資産運用残高

（単位: 兆ドル） （機関）

年

注： *1. 国際連合が2005年に公表し、加盟する機関投資家等に向けてESG投資を約束・徹底させる一連の投資原則

出所： PRI
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特集レポート一覧はこちら ▶

SAMPLE版はここまでです。

“業界チャネル 特集レポート“とは、

経営コンサルタントの目線で特に伸びているビスネスに注目して分析。
その成功の鍵や今後に言及し、「打ち手」を導出します。

続きは、業界チャネル 特集レポート にてご覧ください。

https://b2b-ch.infomart.co.jp/report/feature/list.page?utm_source=sprpt100&utm_medium=pdf

